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連結子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ 

 

  当社は、2023 年 11 月 27 日開催の取締役会において、当社の連結子会社である KYOWA DENGYO (THAILAND) 

CO., LTD.（以下、「KYT 社」という）の株式の一部を譲渡する事を決議いたしましたので、下記の通りお知らせい

たします。 

なお、本件株式譲渡に伴い、2024 年 12 月期決算より、KYT 社は当社の連結子会社から除外されることとなりま

す。 
 

記 
 

1. 株式譲渡の理由 

当社は、タイにおける販売代理店への技術サポートを目的に 2007 年に KYT 社を設立いたしました。2010 年

以降は、タイをはじめとした ASEAN 市場への一層の販路開拓および販売網の整備を行うため、資本および人員

の増強を行い、KYT 社による顧客への営業活動を推進してまいりました。 

当社からの支援もあり、近年においては、ASEAN 地域における顧客基盤の拡大および当社のグローバル化に一

定の成果を得られたと考えております。 

当社は、2024 年を最終年度とする中期経営計画の 3 年間を、「成長のための基礎固め期」と位置付けておりま

す。KYT 社については、事業運営が十分に軌道に乗ったと判断し、経営資源の選択と集中を推進する観点で、

本件株式譲渡を行うことといたしました。 

なお、本件株式譲渡が成立した以降においても、KYT 社は代理店として、当社製品の ASEAN 市場への販売

を継続いたします。今後も良好な関係のもと、両社の事業を推進してまいります。 
 

2. 異動する子会社の概要 

(１)名称 KYOWA DENGYO (THAILAND) CO., LTD. 

(２)所在地 
124/8-9 Soi Sukhumvit 54, Phra Khanong-Tai,  

Phra Khanong, Bangkok 10260, Thailand 

(３)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 斎藤 美雄 （当社取締役専務執行役員） 

(４)事業内容 タイをはじめとした ASEAN 市場における当社製品の販売 

(５)資本金 2,000,000 バーツ 

(６)設立年月日 2007 年 10 月 

(７)大株主及び持株比率 
Pichai Sarunyapinan 氏 51％ 

当社 49％ 

(８)当社との関係 

資本関係 当社は、発行済株式の 49%を所有しております。 

人的関係 
当社の取締役および執行役員が、 

当該会社の取締役となっております。 

取引関係 当社製品を販売しております。 

関連当事者へ

の該当状況 
当社の連結子会社であり、関連当事者に該当します。 



 

 

(9)当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態                   （単位：千円） 

決算期  2020 年 12 月期 2021 年 12 月期 2022 年 12 月期 

純資産 175,777  208,392  230,688  

総資産 307,252  267,111  300,235  

売上高 242,334  484,031  282,480  

営業利益 22,708  42,830  29,102  

経常利益 22,256  43,787  29,129  

当期純利益 18,137  32,615  22,296  

 

3. 株式譲渡の相手先の概要 

(１)氏名 Pichai Sarunyapinan 

(２)住所 ノンタブリー県 バンヤイ群 サオトンヒン町 

(３)職業 KYOWA DENGYO (THAILAND) CO., LTD. 取締役 

(４)上場会社と当該個人の関

係 

Pichai Sarunyapinan 氏は、KYOWA DENGYO (THAILAND) CO., LTD.の

51%の持分を持つ株主です。 

 

4. 株式譲渡の概要 

(１)異動前の所有株式数 9,800 株（持分比率 49％） 

(２)譲渡株式数 7,800 株 

(３)譲渡価額 今後、株式譲渡契約締結に向けた協議において決定する予定です。 

(４)異動後の所有株式数 2,000 株（持分比率 10％） 

注：譲渡価額については、純資産額を基準とした当該企業価値評価に対する協議・交渉を経て決定いたします。 

 

5. 日程 

(１)取締役会決議日 2023 年 11 月 27 日 

(２)契約締結日 2024 年２月 16 日（予定） 

(３)株式譲渡日 2024 年２月 16 日（予定） 

 

6. 今後の見通し 

本件株式譲渡による、当社の連結業績への影響につきましては軽微です。 

 

以 上 


